
別紙様式２－１

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書（令和 年度）

１　基本情報＜共通＞

〒

　【本計画書で提出する加算】　※加算名をチェックすること。

介護職員処遇改善加算（処遇改善加算） 介護職員等特定処遇改善加算（特定加算）

２　賃金改善計画について＜共通＞

※本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。

（１）介護職員処遇改善加算

① 算定する加算の区分 　

② 介護職員処遇改善加算の算定対象月

③ 令和 年度介護職員処遇改善加算の見込額

④ 賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ） (右欄の額は③欄の額を上回ること）

(ア)前年度の介護職員の賃金の総額

(イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額

(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額(その他の職種に支払われた額を除く)

(エ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額

⑤ 令和 年 月 令和 年 月

【記入上の注意】

・

・

・

・
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（１）④ⅰ）の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額（見込額）」及びⅱ）(ア)の「前年度の介護職員の賃金の総額」には、介護
職員処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

88,951,034

円

ⅱ）前年度の介護職員の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を
除く）【基準額１】(ア)ｰ(イ)ｰ(ウ)ｰ(エ)

ⅰ）介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額（見込額） 96,171,804

円

（１）④ⅱ）(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分（初めて処遇改善加算を取得した
年度以降に新たに行ったものに限る。）をいう。（処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。）本欄に記載した賃金改善については、「（３）ハ　各介護サービス事
業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

（１）④ⅰ）の「介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額（見込額）」には、特定加算を取得し実施される賃金の改善見
込み額を除いた額を記載すること。

法人名

書類作成担当者

95,021,114 円

410,790 円
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※　別紙様式２－２のとおり

賃金改善実施期間

円

フリガナ ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ　ｲﾜﾌｼﾞ

有限会社　岩藤

E-mail連絡先 084-955-5009 084-999-5009 iwafuji-yorokonde@nifty.com

ｲﾜﾌｼﾞ　ｺｳｼﾞ

岩藤　幸治

福山市御幸町大字中津原１９１８番２

サービス付き住宅「だいじょぶ」

法人所在地

フリガナ

FAX番号電話番号

提出先 福山市

（１）④ⅱ）(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等処遇改善加算の加算の総額」は、都道府県国民健康保険団体
連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。（特定加算の加算の総額については、その他の職種に支給された額を
除く。）

円5,659,290

2

円

720－0004

7,220,770

2 6,822,312 円



（２）介護職員等特定処遇改善加算

① 　

②

③

④

⑤ 令和 年度介護職員等特定処遇改善加算の見込額(g)

⑥ 賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ） (右欄の額は⑤欄の額を上回ること）

ⅰ）特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額）

(ア)前年度の賃金の総額

(イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額

(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

(エ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額

⑦ 平均賃金改善額

円 円 円

ⅱ）前年度の常勤換算職員数(i) 人 人 人

ⅲ）前年度の一月当たりの常勤換算職員数(j) 人 人 人

ⅳ）前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)【基準額３】(h)/(i) 円 円 円

(A)のみ実施 円

（ 円 ） （ 円 ）

(A)及び(B)を実施 円 円

（ 円 ） （ 円 ） （ 円 ）

(A)(B)(C)全て実施 円 円 円

（ 円 ） （ 円 ） （ 円 ） （ 円 ）

上記以外の方法で実施 円 円 円

（ 円 ） （ 円 ） （ 円 ） （ 円 ）

月額平均８万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万円となる者 人（見込）

（「月額平均８万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由）

小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均８万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

その他（ ）

⑧ 賃金改善実施期間(k) 令和 年 月 令和 年 月 ( 12 )

【記入上の注意】

・

・

・

・
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算定する特定加算の区分

円

259,301

6.0

468,144

1,979,218

410,790

1,979,251

19,872

72.0

　※①、③、④　別紙様式２－３のとおり、②　別紙２－２のとおり

2,014,866

42,321,757 円

1,511,131

経験・技能のある
介護職員(A)

2 1,979,208

3

3,565,352

（２）⑥ⅱ）(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国民健康保険団体
連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

円

（２）⑥ⅰ）の「特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」には、処遇改善加算を取得し実施される賃金改善額を除いた額を記載するこ
と。

円

特定加算の算定対象月

介護福祉士の配置等要件
※サービス提供体制強化加算等の算定状況

円

46,297,899 円

円

介護職員処遇改善加算の取得状況

ⅱ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く）【基準
額２】(ア)ｰ(イ)ｰ(ウ)ｰ(エ)

0

～

1,453,762

0

44,336,623 円

6,502

14,596 7,298

1,979,251

3,649

16,495,33425,826,423

229,102

他の介護職員(B) その他の職種(C)

資格手当：保有資格及び常勤換算により介護職全員に支給する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処遇改善手当：常勤換算により介護職全員に支給する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別手当：勤務成績等鑑み、介護職員に支給する。　

15,172

8.3

525,456

0

0

1,979,275

99.6

か月

（２）⑥ⅱ）(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分（初めて処遇改善加算を取得した
年度以降に新たに行ったものに限る。）をいう。（処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。）本欄に記載した賃金改善については、「（３）ハ　各介護サービス事
業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

（２）⑥ⅰ）の｢特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)｣及びⅱ）(ア)の「前年度の賃金の総額」には、特定加算による賃金改善に伴う法
定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

6

月額平均８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化することが必要で
あり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。

ⅰ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金
改善額及び独自の賃金改善額を除く）(h)

ⅴ）グループ毎の平均賃金改善額
(月額)(g)/(j)/(k)

※予定している配分方法について選択す
ること。（いずれか1つ）
※当該年度の特定加算の見込額と前年
度の一月当たりの常勤換算方法により算
出した職員数から算出した一人当たり配
分額(月額)。(括弧内はグループ毎に配分
可能な加算総額(年額))

0

1年間の延べ職員数



・

・

（２）⑦ⅰ）の「前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く）」には、一括申請を行う場合については、原則
として、前年１月から12月までの賃金の総額を記載すること。ただし、「その他の職種（C)」には、賃金改善前の賃金が既に年額４４０万円を上回る職員の賃金を含ま
ないこと。

（２）⑦ⅲ）の「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」には、一括申請を行う場合については、原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算出し
た職員数を記載すること。ただし、「その他の職種（C)」については、実人数によることもできる。



（３）賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ　介護職員処遇改善加算 ※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

基本給 手当（新設） 手当（既存の増額） 賞与 その他

（当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程）

就業規則の見直し 賃金規程の見直し その他 （ ）

（賃金改善に関する規定内容）

　※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。

　※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期） 年 月 （ 実施済 予定 ）

ロ　介護職員等特定処遇改善加算　 ※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

(A)経験・技能のある介護職員 (B)他の介護職員 (C)その他の職種

 （(A)にチェック（✔）がない場合その理由）

基本給 手当（新設） 手当（既存の増額） 賞与 その他

（当該事業所において賃金改善内容の根拠となる規則・規程）

就業規則の見直し 賃金規程の見直し その他 （ ）

（賃金改善に関する規定内容）

　※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。 　

　　　資格・手当等に含めて賃金改善を行う場合は、その旨を記載すること。

　※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期） 年 月 （ 実施済 予定 ）

ハ　各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善

（１）④ⅱ）(エ)又は（２）⑥ⅱ）(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計上する場合は記載

10

独自の賃金改
善の具体的な
取組内容

賃金改善を行う
職員の範囲

賃金改善を行う
給与の種類

1

4

次の条件を満たす職員を経験・技能のある福祉人材（Ａ）とし、また次の条件を満たす職員を経験・技能のある福祉人材（Ｂ）とする。　　　　　　　具体
的な支給額は人事考課をふまえて決定する。
（Ａ）当社及び他の医療福祉分野での勤務実績が１０年を越えかつ介護福祉士以上のの資格を有する者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｂ）当
社での勤務実績が７年以上、他の医療福祉分野での勤務実績が7年以上あり、かつサービス提供責任者以上の役職を持つ者

30

正規職員に月額本棒を1万円増とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正規職員に
月額2万円を処遇改善手当として支給する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正規職員に期末手
当5万円を年2回支給する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常
勤職員の1時間あたりの単価を50円増額する。

特定処遇改善手当を経験・技能のある福祉人材（Ａ）には25,000円、（Ｂ）には15,000円支給する。　基本給を常勤換算にて経験・技能のある福祉人
材（Ａ）には20,000円、（Ｂ）には10,000円支給する。資格手当を経験・技能のある福祉人材（Ａ）（Ｂ）共に1万円増額する。賞与を常勤換算にて経験・
技能のある福祉人材（Ａ）に年間24万円支給する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（尚、障がい福祉
サービスでの特定処遇改善加算を案分する。）

賃金改善を行う
給与の種類

具体的な取組
内容

平成

経験・技能のあ
る介護職員の
考え方

具体的な取組
内容

令和



独自の賃金改
善額の算定根
拠



３　キャリアパス要件について＜処遇改善加算＞　

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

次の要件について該当するものにチェック（✔）し、必要事項を具体的に記載すること。

キャリアパス要件Ⅰ　次のイからハまでのすべての基準を満たす。 加算Ⅰ・Ⅱの場合は必ず「該当」 該当 非該当

イ 介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ　次のイとロ両方の基準を満たす。 加算Ⅰ・Ⅱの場合は必ず「該当」 該当 非該当

イ

資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること

ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅲ　次のイとロ両方の基準を満たす。 加算Ⅰの場合は必ず「該当」 該当 非該当

イ

①

②

③

ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な計画を策定し、研修の実
施又は研修の機会を確保している。

イの実現のための具体的な取
組内容
（該当する項目にチェック（✔）し
た上で、具体的な内容を記載）

具体的な仕組みの内容（該当
するもの全てにチェック（✔）す
ること。）

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職
員の能力評価を行う。　※当該取組の内容について下記に記載すること

※要件Ⅲを満たす（加算Ⅰを算定する）場合、昇給する仕組みを具体的に記載している就業規則等について、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出で
きるよう、適切に保管すること。

①

経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資
格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給
条件が明文化されていることを要する。

②
資格取得の費用の半額負担、資格手当の支給

介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。



４　職場環境等要件について＜共通＞　

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

５　見える化要件について＜特定加算＞　

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

　実施している周知方法について、チェック（✔）すること。

「介護サービス情報公表システム」への掲載 ／ 掲載予定

／ 掲載予定

／ 掲載予定

その他( ) ／ 予定

以下の点を確認し、全ての項目にチェックして下さい。

加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。

処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。

加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。

キャリアパス要件Ⅱの資質向上の目標及び具体的な計画を定めました。

本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。

※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

資質向上のための計画

その他

【処遇改善加算】
平成20年10月から現在までに実施した事項について、全体で必ず１つ以上にチェック(✔)すること。 (ただし、記載するに当たっては、選択したキャリアパスに関する要件
で求められている事項と重複する事項を記載しないこと。)
【特定加算】
平成20年10月から現在までに実施した事項について、必ず全てにチェック（✔）すること。複数の取組を行い、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」に
ついて、それぞれ１つ以上の取組を行うこと。　※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しない。

確認項目

給与明細

就業規則、給与規程

勤務体制表、介護福祉士登録証

その他：

その他：

障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備

その他の方法
による掲示等

ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む）による介護職員の事務
負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄
積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化

健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

会議録、周知文書

労働保険料の納付が適正に行われています。

―

自社のホームページに掲載

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る）

内容

地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上

介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化

労働環境・
処遇の改善

資質の向上

ホームページ
への掲載

非正規職員から正規職員への転換

介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化

中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等）

（　　　2年　　4月　　3日）

労働保険関係成立届、確定保険
料申告書

労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労
働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。

証明する資料の例

職員の増員による業務負担の軽減

事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示

雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、
認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための
代替職員確保を含む）

新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等導入

その他：

小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

分類

イメージを表示で
きません。メモリ
不足のためにイメ
ージを開くことが
できないか、イメ
ージが破損してい
る可能性がありま
す。コンピュータ
ーを再起動して再
度ファイルを開い
てください。それ
でも赤い x が表示
される場合は、イ
メージを削除して
挿入してくださ



※

令和 年 月 日

本表への虚偽記載の他、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の請求に関して不正があった場合は、介護報酬の返還や指定取消とな
る場合がある。

代表者 職名 代表取締役 氏名 岩藤　幸治

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約し
ます。

2 4 7 法人名 有限会社　岩藤


